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公布 規則

◇ 母子及 寡婦福祉法等 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整備 関 規則

（ ）（子 家庭課）…………………………………………………………………………………

災害救助法施行細則 一部 改正 規則（ ）（福祉保健課）…………………………………

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則（ ）（障害福祉課）…………………

家畜改良増殖法施行細則 一部 改正 規則（ ）（畜産課）…………………………………

◇母子及 寡婦福祉法等 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整備 関 規則

鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則 一部改正

（ ） 配偶者 女子 現 扶養 児童 修学資金、修業資金、就職支度資金又 就学支度

資金 貸付 受 場合 、母子福祉資金貸付申請書 当該児童 現 配偶者

女子 扶養 事実 証 書面及 法定代理人 同意書 添付 。（第 条関

係）

（ ） 母子福祉団体 母子福祉資金 貸付 受 場合 、母子福祉資金貸付申請書

申請 係 事業 係 事業計画書 添付 。（第 条関係）

（ ） 寡婦等 現 扶養 歳以上 子等 修学資金、修業資金、就職支度資金又 就学支

度資金 貸付 受 場合 、寡婦福祉資金貸付申請書 当該者 現 寡婦等 扶

養 事実 証 書面 添付 。（第 条関係）

（ ） 他所要 規定 整備 行 。

鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 規則 一部改正

（ ） 特例児童扶養資金 貸付金 償還 一部 免除 受 者 、母子福祉資金貸付金償還免

除申請書 貸付金 償還 日（以下「償還日」 。） 属 年 前年（償還日 属 月

月 月 場合 、償還日 属 年 前々年） 所得 証 書面 添付

知事 提出 。（附則関係）

（ ） 他所要 規定 整備 行 。

他

次 掲 規則 、母子及 寡婦福祉法等 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。

（ ） 鳥取県行政組織規則

（ ） 鳥取県福祉 条例施行規則

（ ） 鳥取県母子福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 等 規則

（ ） 鳥取県母子及 寡婦福祉法施行細則

規則 、公布 日 施行 。

◇災害救助法施行細則 一部 改正 規則
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救 助 種 類
支出 費用 限度額

改 正 後 現 行

避難所 設置（ 人 日当 ） 円 円

応急仮設住宅 設置（ 戸当 ） 円 円

炊 出 他 食品 給与 実施（ 人 日当 ） 円 円

被服、寝具

他生活

必需品 給

与又 貸与

住家 全壊、全

焼又 流失

被害 受

世帯 対 行

場合

夏 季

（ 月 日

月 日 ）

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人以上 人

増 加算

額

円 円

冬 季

（ 月 日

翌年 月 日

）

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人以上 人

増 加算

額

円 円

住家 半壊、半

焼又 床上浸水

被害 受

世帯 対

行 場合

夏 季

（ 月 日

月 日 ）

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

冬 季

（ 月 日

翌年 月 日

）

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人世帯 円 円

人以上 人

増 加算

額

円 円

災害 住宅 応急修理（ 世帯当 ） 円 円

死体 処置（ 体当 ） 円 円

障害物 除去（ 世帯当 ） 円 円
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区 分
金 額

改 正 後 現 行

日当

医師及 歯科医師 円 円

薬剤師 円 円

保健師、助産師及 看護師 円 円

土木技術者及 建築技術者 円 円

大工、左官及 職 円 円

時間外勤務手当単価

医師及 歯科医師 円 円

薬剤師 円 円

保健師、助産師及 看護師 円 円

土木技術者及 建築技術者 円 円

大工、左官及 職 円 円

改 正 後 改 正 前

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務
庶務担当
機関

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務
庶務担当
機関
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2,720 2,773
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１

救助 従事 者 対 実費弁償 額 次 引 下 。（別表第 関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

母子及 寡婦福祉法等 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整備 関 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

母子及 寡婦福祉法等 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整備 関 規則

（鳥取県行政組織規則 一部改正）

第 条 鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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略

鳥取県社会

福祉審議会

社会福祉法（昭和 年法

律第 号）第 条第 項

規定 社会福祉

関 事項 調査審議及

関係行政機関 対

意見 具申、児童福祉法

（昭和 年法律第 号）

第 条第 項、第 項、

第 項及 第 項 規定

児童、妊産婦及

知的障害者 福祉 関

事項 調査審議、知事

諮問 対 答申及

関係行政機関 対 意

見 具申並 芸能、出

版物等 推薦及

製作 、興行 者等

対 勧告並 母子

及 寡婦福祉法（昭和

年法律第 号）第 条

及 母子保健法（昭和

年法律第 号）第 条

規定 母子家庭

福祉 関 事項及 母

子保健 関 事項 調

査審議並 知事 諮問

対 答申及 関係行

政機関 対 意見 具

申 関 事務

福祉保健課

略

略

鳥取県社会

福祉審議会

社会福祉法（昭和 年法

律第 号）第 条第 項

規定 社会福祉

関 事項 調査審議及

関係行政機関 対

意見 具申、児童福祉法

（昭和 年法律第 号）

第 条第 項、第 項、

第 項及 第 項 規定

児童、妊産婦及

知的障害者 福祉 関

事項 調査審議、知事

諮問 対 答申及

関係行政機関 対 意

見 具申並 芸能、出

版物等 推薦及

製作 、興行 者等

対 勧告並 母子

及 寡婦福祉法（昭和

年法律第 号）第 条

及 母子保健法（昭和

年法律第 号）第 条

規定 母子家庭

福祉 関 事項及 母

子保健 関 事項 調

査審議並 知事 諮問

対 答申及 関係行

政機関 対 意見 具

申 関 事務

福祉保健課

略

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条、第 条関係）

建築物（建築基準法（昭和 年法律第 号。以

下「法」 。）第 条第 号 規定 建築物

。以下同 。）

公共的施設 特定公共的施設

略

社会福祉施設 他 類

施設 次 掲

（ ）～（ ） 略

別表第 （第 条、第 条関係）

建築物（建築基準法（昭和 年法律第 号。以

下「法」 。）第 条第 号 規定 建築物

。以下同 。）

公共的施設 特定公共的施設

略

社会福祉施設 他 類

施設 次 掲

（ ）～（ ） 略
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（鳥取県福祉 条例施行規則 一部改正）

第 条 鳥取県福祉 条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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（ ） 母子及 寡婦福祉法（昭

和 年法律第 号）第 条

規定 母子福祉施設

（ ） 略

略

～ 略

（ ） 母子及 寡婦福祉法（昭

和 年法律第 号）第 条

規定 母子福祉施設

（ ） 略

略

～ 略

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、母子及 寡婦福祉法施行令（昭和

年政令第 号。以下「令」 。）第 条及 令

第 条 準用 令第 条 規定 基 、母

子福祉資金及 寡婦福祉資金 貸付 関 業務

実施 必要 事項 定 。

（母子福祉資金 貸付 申請）

第 条 母子及 寡婦福祉法（昭和 年法律第 号。

以下「法」 。）第 条第 項 規定 母子

福祉資金 貸付 受 者 、母子福祉資

金貸付申請書（様式第 号） 知事 提出

。

次 表 左欄 掲 資金 係 前項 申請書

戸籍謄本又 戸籍抄本、配偶者 女子 現 児童 扶

養 証 書面（配偶者

女子 現 扶養 児童 修学資金、修業資

金、就職支度資金又 就学支度資金 貸付 受

場合 、当該児童 現 配偶者

女子 扶養 事実 証 書面及 法定代

理人 同意書）、次 表 左欄 掲 資金 種類

応 、 当該右欄 掲 書類 他知事 必

要 認 書類 添付 。

略

法第 条 規定 母子福祉資金 貸付 受

母子福祉団体 、母子福祉資金貸付申請書

（趣旨）

第 条 規則 、母子及 寡婦福祉法施行令（昭和

年政令第 号。以下「令」 。）第 条及 令

第 条 準用 令第 条 規定 基 、母

子福祉資金及 寡婦福祉資金 貸付 関 業務

実施 必要 事項 定 。

（母子福祉資金 貸付 申請）

第 条 母子及 寡婦福祉法（昭和 年法律第 号。

以下「法」 。）第 条第 項 規定 母子

福祉資金 貸付 受 者 、母子福祉資

金貸付申請書（様式第 号） 知事 提出

。

次 表 左欄 掲 資金 係 前項 申請書

戸籍謄本又 戸籍抄本、配偶者 女子 現 児童 扶

養 証 書面、次 表 左

欄 掲 資金 種類 応 、 当該右欄 掲

書類 他知事 必要 認 書類 添付

。

略

法第 条 規定 母子福祉資金 貸付 受

母子福祉団体 、母子福祉資金貸付申請書
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39 129 38

11

10

39 129 20

11

39 224 23

38 23

39 129

13

14

39 224 22

29 22

39 129

10

11

び

に する

び

に する

この は び

という び

において する の に づき

び の けに する の

について な を めるものとする

の けの

び

という の による

の けを けようとする は

を に しなければ

ならない

の の に げる に る の には

は の で に を

しているものであることを する のな

い に に されている が

は の けを けよ

うとする にあっては が に のな

い に されている を する び

の の の に げる の に

じ それぞれ に げる その が

と める を しなければならない

の による の けを け

ようとする は

この は び

という び

において する の に づき

び の けに する の

について な を めるものとする

の けの

び

という の による

の けを けようとする は

を に しなければ

ならない

の の に げる に る の には

は の で に を

しているものであることを する の の

に げる の に じ それぞれ に

げる その が と める を しなけ

ればならない

の による の けを け

ようとする は

２ ４ ２ ４

１

２

１

１

２

３

１

２

１

１

２

３

（鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則 一部改正）

第 条 鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動号」 。） 対応

同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動後号」 。） 存在 場

合 、当該移動号 当該移動後号 、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号

（以下 条 「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号 除 。以下 条 「改正

後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正

部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

び の

び の を のよ

うに する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を える

の の の が かれた の を く この において という

に する の の が かれた の び を く この において

という が する には を に め に する

が しない には を える

３ ７40
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に に げる を えて に しなければな

らない

に する を う

にあっては に る に されるもの

が として のない で に を して

いるものであることを する

に る に る

けの

の による けを けよう

とする は

を に しなければならない

び

の の

の の による の

を けようとする は

の を に しなけ

ればならない

び

の の の

の ただし の による の

の を けようとする は

の を に

しなければならない

び

の の

の による の の

を けようとする は

を に しなければなら

ない

は の の を けたとき

は を て に する の

を うものとする

の の

の による の の

を けようとする は

を に しなけれ

ばならない

び

の

は

に の に げる を えて に しなけ

ればならない

に る に されるものが として

のない で に を しているものであ

ることを する

けの

の による けを けよう

とする は

を に しなければならない

び

の の

の の による の

を けようとする は

の を に しなけ

ればならない

び

の の の

の ただし の による の

の を けようとする は

の を に

しなければならない

び

の の

の による の の を

けようとする は

を に しなければならない

は の の を けたとき

は きを て に する の

を なうものとする

の の

の による の の

を けようとする は

を に しなけれ

ばならない

び

の

は

、次 掲 書類 添 知事 提出

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 令第 条第 項 規定 事業 行 母子福祉

団体 、申請 係 事業 使用

主 配偶者 女子 現 児童 扶養

証 書面

（ ） 申請 係 事業 係 事業計画書

（ ） 略

（継続貸付 申請等）

第 条 法第 条第 項 規定 貸付 受

者 、母子福祉資金継続貸付申請書（様式第

号） 知事 提出 。

及 略

（据置期間 延長 申請等）

第 条 令第 条第 項 規定 据置期間 延

長 受 者 、母子福祉資金貸付金据置期

間延長申請書（様式第 号 ） 知事 提出

。

及 略

（違約金 徴収 免除 申請等）

第 条 令第 条 書 規定 違約金 徴

収 免除 受 者 、母子福祉資金貸付金

違約金徴収免除申請書（様式第 号 ） 知事 提

出 。

及 略

（償還 免除 申請等）

第 条 法第 条第 項 規定 貸付金 償還 免

除 受 者 、母子福祉資金貸付金償還免

除申請書（様式第 号） 知事 提出

。

知事 、前項 償還免除申請書 提出 受

、手続 経 法第 条第 項 規定 償還免除

決定 行 。

略

（償還金 支払猶予 申請等）

第 条 令第 条第 項 規定 償還金 支払 猶

予 受 者 、母子福祉資金貸付金償還金

支払猶予申請書（様式第 号） 知事 提出

。

及 略

（貸付金 増額）

第 条 修学資金、技能習得資金、修業資金又 生活資

、次 各号 掲 書類 添 知事 提出

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 申請 係 事業 使用 主 配

偶者 女子 現 児童 扶養

証 書面

（ ） 略

（継続貸付 申請等）

第 条 法第 条第 項 規定 貸付 受

者 、母子福祉資金継続貸付申請書（様式第

号） 知事 提出 。

及 略

（据置期間 延長 申請等）

第 条 令第 条第 項 規定 据置期間 延

長 受 者 、母子福祉資金貸付金据置期

間延長申請書（様式第 号 ） 知事 提出

。

及 略

（違約金 徴収 免除 申請等）

第 条 令第 条 書 規定 違約金 徴

収 免除 受 者 、母子福祉資金貸付金

違約金徴収免除申請書（様式第 号 ） 知事 提

出 。

及 略

（償還 免除 申請等）

第 条 法第 条 規定 貸付金 償還 免除 受

者 、母子福祉資金貸付金償還免除申請

書（様式第 号） 知事 提出 。

知事 、前項 償還免除申請書 提出 受

、手続 経 法第 条 規定 償還免除 決定

行 。

略

（償還金 支払猶予 申請等）

第 条 令第 条第 項 規定 償還金 支払 猶

予 受 者 、母子福祉資金貸付金償還金

支払猶予申請書（様式第 号） 知事 提出

。

及 略

（貸付金 増額）

第 条 修学資金、技能習得資金、修業資金又 生活資

１ ３

４ ６ １

５

６

５ ３

５

２ ３

５ ２ ８ ５

７ ２

２ ３

５ ３

７ ５

２ ３

６ １

８

２

１

３

７ １

２ ３

８

１ ３

４

５

５ ３

５

２ ３

５ ２ ７ ５

７ ２

２ ３

５ ３

７ ５

２ ３

６

８

２

３

７ １

２ ３

８

13

17

15

15

19

11

10

16

12

12

18
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金（以下 章 「月額資金」 。） 貸

付 受 者 、 貸付金 額 令第 条第

号 第 号 及 第 号 規定 限度額 満

場合 、特別 理由 増額 必要

、当該限度額 範囲内 貸付金 増

額 申請 。

～ 略

第 条 月額資金 貸付 受 者 、 種類

応 、 令第 条第 項各号、第 項各号又

第 項各号 掲 事由 生 、資格喪失

届（様式第 号） 知事 提出 。

、 資金 貸付 受 者 死亡

、 限 。

（寡婦福祉資金 貸付 申請）

第 条 法第 条第 項 準用 法第 条第

項 規定 寡婦福祉資金 貸付 受

者 、寡婦福祉資金貸付申請書（様式第 号） 知

事 提出 。

次 表 左欄 掲 資金 係 前項 申請書 戸

籍謄本又 戸籍抄本、寡婦等 証 書面

（寡婦等 現 扶養 歳以上 子等

修学資金、修業資金、就職支度資金又 就学支度資金

貸付 受 場合 、当該者

現 寡婦等 扶養 事実 証 書面）、次

表 左欄 掲 資金 種類 応 、 当該

右欄 掲 書類 他知事 必要 認 書類 添

付 。

略

（準用規定）

第 条 第 条第 項、第 条 第 条 及 様式

第 号 様式第 号 規定 、寡婦福祉資金

貸付 準用 。 場合 、次 表

左欄 掲 規定中同表 中欄 掲 字句 、

同表 右欄 掲 字句 読 替

。

第 条第

項

法第 条 法第 条第 項

準用 法第

条

略

略

第 条第

項

法第 条第 項 法第 条第 項

準用 法第

条第 項

略

金（以下 章 「月額資金」 。） 貸

付 受 者 、 貸付金 額 令第 条第

号 第 号 及 第 号 規定 限度額 満

場合 、特別 理由 増額 必要

、当該限度額 範囲内 貸付金 増

額 申請 。

～ 略

第 条 月額資金 貸付 受 者 、 種類

応 、 令第 条各項各号 掲 事由 生

、資格喪失届（様式第 号） 知事 提出

。 、 資金 貸付

受 者 死亡 、 限 。

（寡婦福祉資金 貸付 申請）

第 条 法第 条 第 項 準用 法第 条

第 項 規定 寡婦福祉資金 貸付 受

者 、寡婦福祉資金貸付申請書（様式第 号）

知事 提出 。

次 表 左欄 掲 資金 係 前項 申請書 戸

籍謄本又 戸籍抄本、寡婦等 証 書面、

次 表 左欄 掲 資金 種類 応 、 当

該右欄 掲 書類 他知事 必要 認 書類

添付 。

略

（準用規定）

第 条 第 条第 項、第 条 第 条 及 様式

第 号 様式第 号 規定 、寡婦福祉資金

貸付 準用 。 場合 、次 表

左欄 掲 規定中同表 中欄 掲 字句 、

同表 右欄 掲 字句 読 替

。

第 条第

項

法第 条 法第 条 第 項

準用 法

第 条

略

略

第 条第

項

法第 条第 項 法第 条 第 項

準用 法

第 条第 項

略

この において という の

けを けている は その の が

から まで び に する に

たない において の により を と

するときは の において の

を することができる

の けを けている は その

に じ それぞれ

は に げる が じたときは

を に しなければならない

ただし これらの の けを けている が

したときは この りでない

の けの

において する

の による の けを けようとす

る は を

に しなければならない

の の に げる に る の に

は であることを する

に に されている である が

は

の けを けようとする にあっては が

に に されている を する

の の に げる の に じ それぞれ

に げる その が と める を

しなければならない

から まで び

から までの は の

けについて する この において の

の に げる の に げる は そ

れぞれ の に げる に み えるものとす

る

にお

いて する

にお

いて する

この において という の

けを けている は その の が

から まで び に する に

たない において の により を と

するときは の において の

を することができる

の を けている は その に

じ それぞれ に げる が じ

たときは を に し

なければならない ただし これらの の けを

けている が したときは この りでない

の けの

の において する

の による の けを けよう

とする は

を に しなければならない

の の に げる に る の に

は であることを する

の の に げる の に じ それぞれ

に げる その が と める を

しなければならない

から まで び

から までの は の

けについて する この において の

の に げる の に げる は そ

れぞれ の に げる に み えるものとす

る

の

において する

の

において する
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略

第 条

第 項

令第 条第 項 令第 条第 項

準用 令第

条第 項

略

略

第 条

第 項

令第 条

書

令第 条 準

用 令第 条

書

略

略

第 条第

項及 第

項

法第 条第 項 法第 条第 項

準用 法第

条第 項

略

第 条第

項

令第 条第 項 令第 条 準

用 令第 条第

項

略

略

第 条第

項

令第 条第 号

第 号

及 第 号

令第 条第 号

第 号 及 第

号

略

第 条 令第 条第 項

各号、第 項各

号又 第 項各

号

令第 条 準

用 令第 条第

項各号、第 項各号

（同項第 号及 第

号 除 。）又

第 項各号

略

略

第 条

第 項

令第 条第 項 令第 条第 項

準用 令第

条第 項

略

略

第 条

第 項

令第 条

書

令第 条 準

用 令第 条

書

略

略

第 条第

項及 第

項

法第 条 法第 条 第 項

準用 法

第 条

略

第 条第

項

令第 条第 項 令第 条 準

用 令第 条第

項

略

略

第 条第

項

令第 条第 号

第 号

及 第 号

令第 条第 号

第 号 及 第

号

略

第 条 令第 条各項各

号

令第 条 準

用 令第 条各項

各号（第 項第 号

及 第 号 除 ）

略

改 正 後 改 正 前

附 則

略

昭和 年 月 日前 第 条 規定 廃止前

鳥取県母子寡婦福祉資金貸付規則 貸 付

資金 、寡婦 貸 付 資金 母子及

附 則

略

昭和 年 月 日前 第 条 規定 廃止前

鳥取県母子寡婦福祉資金貸付規則 貸 付

資金 、寡婦 貸 付 資金 母子及
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いて する
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し

び

にお

いて する
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する

から まで

び

から

まで び

は

において

する

び

を く は

の にお

いて する

の ただし において

する ただ

し

び

の

において する

において

する

から まで

び

から

まで び

において

する

び を く｡

に の による の

により し けられ

た のうち に し けられた は び

に の による の

により し けられ

た のうち に し けられた は び

37

17 38

17

15 32

15

19 38

19

36

12 12 38

12

28

16 29

16

12 19

12

18 29

18

27

12 11 29

11

57 57

（鳥取県母子福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 等 規則 一部改正）

第 条 鳥取県母子福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 等 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部

次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

の を する の の

の を する の の

を のように する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

４ 57 22
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寡婦福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項

準用 同法第 条第 項及 第 項 規定

貸 付 資金 、母子福祉団体 貸 付

資金 同法第 条第 項 準用 同法

第 条 規定 貸 付 資金 、 歳以上

配偶者 女子 民法（明治 年法律第

号）第 条 規定 現 児童 扶養

（寡婦 除 。） 貸 付 資金 母子及

寡婦福祉法附則第 条第 項 規定 貸 付

資金 。

寡婦福祉法（昭和 年法律第 号）第 条 第

項 準用 同法第 条第 項及 第 項 規

定 貸 付 資金 、母子福祉団体 貸

付 資金 同法第 条 第 項 準用

同法第 条 規定 貸 付 資金 、

歳以上 配偶者 女子 民法（明治 年

法律第 号）第 条 規定 現 児童 扶養

（寡婦 除 。） 貸 付 資金

母子及 寡婦福祉法附則第 条第 項 規定

貸 付 資金 。

改 正 後 改 正 前

（母子家庭等日常生活支援事業等 開始 届出）

第 条 法第 条及 第 条第 項 規定 届出 、

様式第 号 届出書 提出

。

（母子家庭等日常生活支援事業等 廃止等 届出）

第 条 法第 条（法第 条第 項 準用 場

合 含 。） 規定 届出 、様式第 号

届出書 提出 。

（母子家庭等日常生活支援事業等 届出事項 変更 届

出）

第 条 略

様式第 号（第 条関係）

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業

開始届出書

職 氏 名 様

母子及 寡婦福祉法第 条（第 条第 項） 規定

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業 開始

、関係書類 添 次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

（母子家庭居宅介護等事業等 開始 届出）

第 条 法第 条及 第 条 第 項 規定 届

出 、様式第 号 届出書 提出

。

（母子家庭居宅介護等事業等 廃止等 届出）

第 条 法第 条 （法第 条 第 項 準

用 場合 含 。） 規定 届出 、様式第

号 届出書 提出 。

（母子家庭居宅介護等事業等 届出事項 変更 届出）

第 条 略

様式第 号（第 条関係）

母子家庭（寡婦）居宅介護等事業開始

届出書

職 氏 名 様

母子及 寡婦福祉法第 条（第 条 第 項）

規定 母子（寡婦）居宅介護等事業 開始

、関係書類 添 次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

39 129 32

13

32

14 40

29 89

877

39 129 19

10

19

11

40 29

89 877

20 33

21 33

20 33

15 19

15 19

15 19

１

１ ３

３

６ １

２ １

１ ３

２ ３

６ １

２ ３

１

３ ４

２

４

１ ２

３

２ ３ ３

１

３ ２ ３ ４

２

４

１ ２

３ ３

に

おいて する び の に

より し けられた と に し け

られた は において する

の により し けられた と

の のない であって

の により に を していない

もの を く に し けられた は

び の により し け

られた とみなす

の

において する び の

により し けられた と に し

けられた は の において

する の により し けられた と

の のない であって

の により に を し

ていないもの を く に し けられた

は び の により

し けられた とみなす

の の

び の による は

による を してしなければならな

い

の の

において する

を む の による は による

を してしなければならない

の の の

び の

により を し

たいので を えて のとおり け ます

の の

び の の による

は による を してしなければ

ならない

の の

の の において

する を む の による は

による を してしなければならない

の の の

び の の

により を したい

ので を えて のとおり け ます

（鳥取県母子及 寡婦福祉法施行細則 一部改正）

第 条 鳥取県母子及 寡婦福祉法施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該

改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分

加 。

び の

び の を のように する

の の の が かれた この において という に する の

の が かれた この において という が する には

を に め に する が しない には を

える

５ ３ 12
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フリガナ

の

び

び

を

したいので び

において する の により の

とおり け ます

フリガナ

の

の

を したいので び

において する の

により のとおり け ます

フリガナ

の

フリガナ

の

び

を し

たいので び の の

において する の の に

より のとおり け ます

フリガナ

の

の を

したいので び

において する の

により のとおり け ます

フリガナ

の

届出者 代表者 氏名

電話番号

略

注 略

添付書類

及 略

収支予算書及 事業計画書

様式第 号（第 条関係）

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業

廃止（休止）届出書

職 氏 名 様

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業 廃止（休止）

、母子及 寡婦福祉法第 条（第 条第

項 準用 同法第 条） 規定 、次

届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

届出者 代表者 氏名

電話番号

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業

開始届出事項変更届出書

職 氏 名 様

母子家庭等（寡婦）日常生活支援事業 開始届出事

項 変更 、母子及 寡婦福祉法施行規則第

条（第 条第 項 準用 同令第 条）

規定 、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

届出者 代表者 氏名

電話番号

届出者 代表者 氏名

電話番号

略

注 略

添付書類

及 略

様式第 号（第 条関係）

母子家庭（寡婦）居宅介護等事業廃止

（休止）届出書

職 氏 名 様

母子家庭（寡婦）居宅介護等事業 廃止（休止）

、母子及 寡婦福祉法第 条 （第 条

第 項 準用 同法第 条 ） 規定

、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

届出者 代表者 氏名

電話番号

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

母子家庭（寡婦）居宅介護等事業開始

届出事項変更届出書

職 氏 名 様

母子家庭（寡婦）居宅介護等事業 開始届出事項

変更 、母子及 寡婦福祉法施行規則第 条

（第 条第 項 準用 同令第 条） 規定

、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

所 在 地

名 称

届出者 代表者 氏名

電話番号

１ ２

３

２ ３

４

３ ４

４ ９ ２ ４

１ ２

２ ３

２

３ ４ ２

３ ４

４

９ ２ ４

21 33

21

15 19

15
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略

注 略

添付資料 略

略

注 略

添付資料 略

改 正 後 改 正 前

附 則

及 略

改正後 鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付

業務実施細則第 条第 項、同条第 項（表 除 。）、

第 条、第 条、第 条 第 条 、第 条、

第 条、様式第 号 様式第 号 、様式第 号

様式第 号 並 様式第 号 様式第

号 規定 、児童扶養手当法施行令及 母子及

寡婦福祉法施行令 一部 改正 政令（平成 年

政令第 号）附則第 条第 項 規定 特例児

童扶養資金 貸付 準用 。 場合

、次 表 左欄 掲 規定中同表 中欄 掲

字句 、 同表 右欄 掲 字句 読 替

。

第 条第

項

母子及 寡婦福祉

法（昭和 年法律

第 号。以下

「法」 。）

第 条第 項

児童扶養手当法施

行令及 母子及

寡婦福祉法施行令

一部 改正

政令（平成 年政

令第 号。以下

「改正令」 。）

附則第 条第 項

略

第 条

第 項

令第 条第 項 改正令附則第 条

第 項

第 条

第 項

令第 条 書 改正令附則第 条

第 項 準

用 令第 条

書

第 条第

項

第 条第 項 第 条第 項又

同条第 項及 貸

付金 返還 係

債務 免除 関

附 則

及 略

改正後 鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付

業務実施細則第 条第 項、同条第 項（表 除 。）、

第 条、第 条、第 条 第 条 、第 条、

第 条、様式第 号 様式第 号 、様式第 号

様式第 号 並 様式第 号 様式第

号 規定 、児童扶養手当法施行令及 母子及

寡婦福祉法施行令 一部 改正 政令（平成 年

政令第 号）附則第 条第 項 規定 特例児

童扶養資金 貸付 準用 。 場合

、次 表 左欄 掲 規定中同表 中欄 掲

字句 、 同表 右欄 掲 字句 読 替

。

第 条第

項

母子及 寡婦福祉

法（昭和 年法律

第 号。以下

「法」 。）

第 条第 項

児童扶養手当法施

行令及 母子及

寡婦福祉法施行令

一部 改正

政令（平成 年政

令第 号。以下

「改正令」 。）

附則第 条第 項

略

第 条

第 項

令第 条第 項 改正令附則第 条

第 項

第 条

第 項

令第 条 書 改正令附則第 条

第 項 準

用 令第 条

書

１ ２

３

２ １ ２

３ ４ ５ ２

１ ４ ７

２

４ １

２ １

１

４ １

５ ２

１

８ ５ ４

５

５ ３

１

４

６ １ １ １

２

１ ２

３

２ １ ２

３ ４ ５ ２

１ ４ ７

２

４ １

２ １

１

４ １

５ ２

１

７ ５ ４

５

５ ３

１

４

び

の び

を く

の から まで

から まで

の から まで びに から

までの は び

び の を する

の による

の けについて する この にお

いて の の に げる の に げ

る は それぞれ の に げる に み

えるものとする

び

という

び び

の を する

という

の

の ただし

において

する た

だし

は

び

の に る

の に す

び

の び

を く

の から まで

から まで

の から まで びに から

までの は び

び の を する

の による

の けについて する この にお

いて の の に げる の に げ

る は それぞれ の に げる に み

えるものとする

び

という

び び

の を する

という

の

の ただし

において

する た

だし

10 12

13

19 22

24

14

207

39

129

13 14

207

17

10

17

15 15

10 12

13

19 22

24

14

207

39

129

10 14

207

16

10

16

（鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 規則 一部改正）

第 条 鳥取県母子福祉資金及 寡婦福祉資金貸付業務実施細則 一部 改正 規則（平成 年鳥取県規則第

号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

び の を する の

び の を する

の を のように する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

の の の の で まれた を える

６ 14

99
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る

という

しなければな

らない

しなければな

らない この

において

び

の に

よる の を

けようとする

にあっては

を すべき

という の す

る の

の する が

から までで

ある にあって

は の す

る の の

を する

を しなければ

ならない

に

する

は

び

の

による

か

ら まで び

は

か

ら まで び

条例（昭和 年

鳥取県条例第 号。

以下「債務免除条

例」 。）

提出

。

提出

。 場合

、法第

条第 項及 債務

免除条例 規定

債務 免除

受 場

合 、貸

付金 償還

日（以下「償還日」

。） 属

年 前年（償還

日 属 月

月 月

場合

、償還日 属

年 前々年）

所得 証 書面

添付

。

第 条第

項

第 条第 項 規

定

第 条第 項又

同条第 項及 債

務免除条例 規定

第 条第

項

令第 条第 項 改正令附則第 条

第 項

第 条第

項

略

令第 条第 号

第 号 及

第 号

改正令附則第 条

第 項

略

第 条 略

令第 条第 項各

号、第 項各号又

第 項各号

改正令附則第 条

第 項各号

略

第 条第

項

令第 条第 項 改正令附則第 条

第 項

第 条第

項

略

令第 条第 号

第 号 及

第 号

改正令附則第 条

第 項

略

第 条 略

令第 条各項各号 改正令附則第 条

第 項各号

略

44

35

15

15 15

19

12

12

18

12

11

２

１

７

６ ２ １ １

２

７ １ １ ４

８

８ １

７ ３

５

８

４

２

１

２

３

４

６

７ １ １ ４

８

８ １

６ ３

５

７

４

２

４

６

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

救助 程度、方法及 期間

収容施設 供与

（ ） 避難所

～ 略

掲 費用 、次 掲 額 範囲内

。 、高齢者、障害者 他日常生活

特別 配慮 必要 者（以下「高齢者等」

。） 収容 避難所 、当該特

別 配慮 必要 地域 通常

実費 次 掲 額 加算 額 範囲内 。

（ ） 基本額

避難所設置費 人 日当 円

（ ） 略

略

（ ） 応急仮設住宅

及 略

応急仮設住宅 戸当 規模 、 平方

ー 基準 、 設置 支出

費用 、 戸当 円以内

。

～ 略

炊 出 他 食品 給与及 飲料水 供給

（ ） 炊 出 他 食品 給与

及 略

炊 出 他 食品 給与 実施

支出 費用 、主食、副食及

燃料等 経費 、 人 日当 円以内

。

略

（ ） 略

被服、寝具 他生活必需品 給与又 貸与

別表第 （第 条関係）

救助 程度、方法及 期間

収容施設 供与

（ ） 避難所

～ 略

掲 費用 、次 掲 額 範囲内

。 、高齢者、障害者 他日常生活

特別 配慮 必要 者（以下「高齢者等」

。） 収容 避難所 、当該特

別 配慮 必要 地域 通常

実費 次 掲 額 加算 額 範囲内 。

（ ） 基本額

避難所設置費 人 日当 円

（ ） 略

略

（ ） 応急仮設住宅

及 略

応急仮設住宅 戸当 規模 、 平方

ー 基準 、 設置 支出

費用 、 戸当 円以内

。

～ 略

炊 出 他 食品 給与及 飲料水 供給

（ ） 炊 出 他 食品 給与

及 略

炊 出 他 食品 給与 実施

支出 費用 、主食、副食及

燃料等 経費 、 人 日当 円以内

。

略

（ ） 略

被服、寝具 他生活必需品 給与又 貸与
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１
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という を する にあっては
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を に げる に した の とする

ア

たり

イ

オ
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とができる は たり

とする

エ キ
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100 30,000

29.7

2,468,000

1,010

100 31,000
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2,498,000

1,020

災害救助法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

災害救助法施行細則 一部 改正 規則

災害救助法施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

15 30

35 10

６

鳥取県規則第 号65



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 9514 ６

（ ）及 （ ） 略

（ ） 被服、寝具 他生活必需品 給与又 貸与

支出 費用 、季別及 世帯区

分 世帯当 次 額 範囲内 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 被服、寝具 他生活必需品 給与又 貸与

支出 費用 、季別及 世帯区

分 世帯当 次 額 範囲内 。

住家 全壊、全焼又 流出 被害 受

世帯

備考 略

住家 半壊、半焼又 床上浸水 被害 受

世帯

備考 略

（ ） 略

住家 全壊、全焼又 流出 被害 受

世帯

備考 略

住家 半壊、半焼又 床上浸水 被害 受

世帯

備考 略

（ ） 略

及 略

災害 住宅 応急修理

（ ） 略

（ ） 住宅 応急修理 、居室、炊事場、便所等日常

生活 必要最小限度 部分 対 、現物

行 、 修理 支出 費用 、

世帯 円以内 。

（ ） 略

～ 略

死体 処理

（ ）～（ ） 略

（ ） 死体 処理 支出 費用 、

次 掲 額 範囲内 。

死体 洗浄、縫合、消毒等 処置 費用

、 体当 円

及 略

（ ） 略

災害 住居又 周辺 運 土石、竹

木等 、日常生活 著 支障 及

（以下「障害物」 。） 除去

（ ） 略

及 略

災害 住宅 応急修理

（ ） 略

（ ） 住宅 応急修理 、居室、炊事場、便所等日常

生活 必要最小限度 部分 対 、現物

行 、 修理 支出 費用 、

世帯 円以内 。

（ ） 略

～ 略

死体 処理

（ ）～（ ） 略

（ ） 死体 処理 支出 費用 、

次 掲 額 範囲内 。

死体 洗浄、縫合、消毒等 処置 費用

、 体当 円

及 略

（ ） 略

災害 住居又 周辺 運 土石、竹

木等 、日常生活 著 支障 及

（以下「障害物」 。） 除去

（ ） 略
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 95 15６

（ ） 障害物 除去 支出 費用

、 ー 、 他除去 必要 機械、

器具等 借上費又 購入費、輸送費、賃金職員等雇

上費等 、 世帯当 円以内 。

（ ） 略

略

別表第 （第 条関係）

実費弁償

令第 条第 号 第 号 規定 者

（ ） 日 当

日当 、次 掲 区分 応 、

掲 額 支給 。

医師及 歯科医師 人 日当 円

薬剤師 人 日当 円

保健師、助産師及 看護師

人 日当 円

土木技術者及 建築技術者

人 日当 円

大工、左官及 職

人 日当 円

（ ） 時間外勤務手当

午後 時 翌日 午前 時 間 救助 関

業務 従事 、次 掲

区分 応 、 掲 額

救助 関 業務 従事 時間 乗 得 額

分 （救助 関 業務 従事 時間

午後 時 翌日 午前 時 間 場合 、

分 ） 時間外勤務手当 支給

。

医師及 歯科医師 時間 円

薬剤師 時間 円

保健師、助産師及 看護師

時間 円

土木技術者及 建築技術者

時間 円

大工、左官及 職

時間 円

（ ） 略

略

様式第 号

実費弁償請求書

公用令書交付

番 号
第 号

公用令書交付

年 月 日
年 月 日

（ ） 障害物 除去 支出 費用

、 ー 、 他除去 必要 機械、

器具等 借上費又 購入費、輸送費、賃金職員等雇

上費等 、 世帯当 円以内 。

（ ） 略

略

別表第 （第 条関係）

実費弁償

令第 条第 号 第 号 規定 者

（ ） 日 当

日当 、次 掲 区分 応 、

掲 額 支給 。

医師及 歯科医師 人 日当 円

薬剤師 人 日当 円

保健師、助産師及 看護師

人 日当 円

土木技術者及 建築技術者

人 日当 円

大工、左官及 職

人 日当 円

（ ） 時間外勤務手当

午後 時 翌日 午前 時 間 救助 関

業務 従事 、次 掲

区分 応 、 掲 額

救助 関 業務 従事 時間 乗 得 額

分 （救助 関 業務 従事 時間

午後 時 翌日 午前 時 間 場合 、

分 ） 時間外勤務手当 支給

。

医師及 歯科医師 時間 円

薬剤師 時間 円

保健師、助産師及 看護師

時間 円

土木技術者及 建築技術者

時間 円

大工、左官及 職

時間 円

（ ） 略

略

様式第 号

実費弁償請求書

公用令書交付

番 号
第 号

公用令書交付

年 月 日
年 月 日
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 9516 ６

災害救助法施行細則第 条 規定 基 、下記

実費弁償 請求 。

年 月 日

鳥取県知事 氏 名 様

住 所

（法人 他 団体

、主 事務所 所在地）

職 業

（法人 他 団体

、事業 種類）

氏 名

（法人 他 団体

、 名称及 代表者名）

（ 経由）

記

実費弁償請求 事実

実費弁償請求額 円

従事 業務

従事 期間

従事 場所

他

備考 災害救助法第 条第 項 規定 地方運輸

局長（海運監理部長 含 。） 発 従事命令

基 救助 関 業務 従事 者

、当該地方運輸局長（海運監理部長 含 。）

経由 知事 提出 。

様式第 号

災害救助 （療養・休業・障害・遺族・葬祭・

打切）扶助金支給申請書

下記 扶助金 請求 。

年 月 日

鳥取県知事 氏 名 様

住 所

氏 名

（ 経由）

略

備考

略

法第 条第 項 規定 地方運輸局長（海

運監理部長 含 。） 発 従事命令 基

救助 関 業務 従事 者 、当該

地方運輸局長（海運監理部長 含 。） 経由

知事 提出 。

災害救助法施行細則第 条 規定 基 、下記

実費弁償 請求 。

年 月 日

鳥取県知事 氏 名 様

住 所

（法人 他 団体

、主 事務所 所在地）

職 業

（法人 他 団体

、事業 種類）

氏 名

（法人 他 団体

、 名称及 代表者名）

（ 経由）

記

実費弁償請求 事実

実費弁償請求額 円

従事 業務

従事 期間

従事 場所

他

備考 災害救助法第 条第 項 規定 陸運局長

又 海運局長 発 従事命令 基 救助 関

業務 従事 者 、当該陸運局長

又 海運局長 経由 知事 提出 。

様式第 号

災害救助 （療養・休業・障害・遺族・葬祭・

打切）扶助金支給申請書

下記 扶助金 請求 。

年 月 日

鳥取県知事 氏 名 様

住 所

氏 名

（ 経由）

略

備考

略

法第 条第 項 規定 陸運局長又 海運

局長 発 従事命令 基 救助 関 業務

従事 者 、当該陸運局長又 海運

局長 経由 知事 提出 。
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 95 17６

認定 受 障害

□ 聴 覚 障 害 □ 平 衡 機 能 障 害

□ 音声・言語機能障害 □ 機能障害

聴覚障害 状況及 所見

（ ） 聴力（会話音域 平均聴力 ）

右
左

（ ） 障害 種類

伝 音 声 難 聴
感 音 声 難 聴
混 合 性 難 聴

（ ） 鼓膜 状況

（右） （左）

（鼓膜 異常 箇所 図示 。）

（ ） 聴力検査 結果（ 又 記

載 。）

純音 検査

ー ー 型式（ ）

語音 検査

語音明瞭度
右 ％
左 ％平衡機能障害 状況及 所見

音声・言語機能障害 状況及 所見

機能障害 状況及 所見

（ ） 障害 程度及 検査所見

・嚥下機能 障害

（ ） 障害 程度

□ 経口的 食物等 摂取 、経管栄養 行 。

□ 経口摂取 十分 栄養摂取 、経管栄養 併用 。

□ 経口摂取 栄養摂取 、誤嚥 危険 大 摂取 食物 内容又 摂取方法 著

制限 。

を けようとする
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の び
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の ア はイのいずれかに
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の び
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に を できないため を っている
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のみで ができるが の が きく できる の は に
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附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則

鳥取県身体障害者福祉法施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

様式第 号聴覚、平衡、音声・言語又 機能障害 状況及 所見欄 次 改 。

聴覚、平衡、音声・言語又 機能障害 状況及 所見
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 9518 ６

□ 他

（ ） 参考 検査所見

ａ 各器官 一般的検査

〈参考〉各器官 観察点

・ 口唇・下顎：運動能力 程度、不随意運動 有無及 反射異常又 病的反射 有無

・ 舌 ：形状、運動能力 程度及 反射異常 有無

・ 軟 口 蓋：挙上運動 状況及 反射異常 有無

・ 声 帯：内外転運動 状況及 梨状窩 唾液貯溜 状態

所 見（上記 枠内 〈参考〉 観察点 、異常 部位、内容、程度等 詳細 記載 。）

ｂ 嚥下状況 観察 検査

〈参考 〉 各器官 観察点

・ 口腔内保持 状況

・ 口腔 咽頭 送込 状況

・ 喉頭挙上及 喉頭内腔 閉鎖 状況

・ 食道入口部 開大及 流動物（ ） 送込 状況

〈参考 〉 摂取 食物 内容及 誤嚥 関 観察点

・ 摂取 食物 内容（固形物、半固形物又 流動物）

・ 誤嚥 程度（毎回、 回 回程度、数回 回程度又 無 ）

（ａ） 観察・検査 方法

□ 線検査（ ）

□ 内視鏡検査（ ）

□ 他（ ）

（ｂ） 所 見（上記 枠内 〈参考 〉及 〈参考 〉 観察点 、嚥下 状況 詳細 記

載 。）

咬合異常 機能 障害

（ ） 障害 程度

□ 著 咬合障害 、歯科矯正治療等 必要 。

□ 他

（ ） 参考 検査所見（咬合異常 程度及 機能 観察結果）

ａ 咬合異常 程度（ 運動時又 安静時 咬合 状況 観察 。）

ｂ 機能（口唇・口蓋裂 、上下顎 咬合関係、形態異常等 観察 。）

（ ） 他（今後 見込 等）

（ ） 障害程度 等級

「 機能 喪失」（ 級）（経管栄養以外 方法 ・嚥下機能 障害）

（原因）

□ 重症筋無力症等 神経・筋疾患

その
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の び の

の び の

の び の の

の の の から の について に すること
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 95 19６

□ 延髄機能障害（仮性球麻痺又 血管障害 含 。）及 末梢神経障害

□ 外傷、腫瘍切除等 （顎関節 含 。）、口腔（舌、口唇、口蓋、 、 筋等）、咽

頭又 喉頭 欠損等

「 機能 著 障害」（ 級）（著 ・嚥下機能 異常又 咬合異常

機能 著 障害）

（原因）

□ 重症筋無力症等 神経・筋疾患

□ 延髄機能障害（仮性球麻痺又 血管障害 含 。）及 末梢神経障害

□ 外傷、腫瘍切除等 （顎関節 含 。）、口腔（舌、口唇、口蓋、 、 筋等）、咽

頭又 喉頭 欠損等

□ 口唇、口蓋裂等 先天異常 後遺症 咬合異常

（注）

音声機能障害、言語機能障害及 機能障害 重複 場合 、各々 障害 認定 行

、等級 最重度 等級 決定 、各々 障害 合計指数

等級 決定 。

小腸機能障害 併 持 場合 、必要 栄養摂取 方法等 障害

等 詳細 診断 、該当 障害 認定 。

聴力障害 認定 当 、日本工業規格 ー ー 測定 。 場合 、

、 及 周波数 測定 値 ａ、ｂ及 ｃ（ａ、

ｂ又 ｃ 音 聴取 場合 、当該 値

。） 、
ａ＋ ｂ＋ｃ

算式 聴力 算定 。

該当 項目 □ 印 記入 、括弧内 必要事項 記載 。

機能障害 状況及 所見

□ 尿路変向（更） 造設

（ ） 種類及 術式

種類

□ 腎瘻 □ 腎盂瘻

□ 尿管瘻 □ 瘻

□ 回腸（結腸）導管

□ 他（ ）

術式（ ）

手術日（ 年 月 日）

（ 及 部位等 図示 。）

（ ） 長期 用装具 装着 困難

状況 有無

□ 有

（理由）

□ 軽快 見込 周辺 皮

膚 著 （部位及

大 図示 。）。

□ 変形 。

□ 造設箇所 不適切

。

□ 無

□ 高度 排尿機能障害

（ ） 原因
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 9520 ６

□ 先天性疾患 起因 神経障害

（疾患名 ）

□ 直腸 手術 起因 神経障害

術 式（ ）

手術日（ 年 月 日）

□ 自然排尿型代用

術 式（ ）

手術日（ 年 月 日）

（ ） 排尿機能障害 状況・対応

□ ー 常時留置 。

□ 自己導尿 常時実施 。

□ 完全尿失禁 。

□ 他

直腸機能障害 状況及 所見

□ 腸管 増設

（ ） 種類及 術式

種類

□ 空腸 又 回腸

□ 上行結腸 又 横行結腸

□ 下行結腸 又 状結腸

□ 他（ ）

術 式（ ）

手術日（ 年 月 日）

（ 及 部位等 図示 。）

（ ） 長期 用装具 装着 困難

状況 有無

□ 有

（理由）

□ 軽快 見込 周辺 皮

膚 著 （部位、

大 図示 。）。

□ 変形 。

□ 造設箇所 不適切

。

□ 無

□ 治癒困難 腸瘻

（ ） 原因

□ 放射線障害

（疾患名 ）

□ 他

（疾患名 ）

（ ） 瘻孔 数（ 個）

（腸瘻及 部位 図示 。）

（ ） 腸瘻 腸内容 漏 状況

□ 大部分 漏 。

□ 一部分 漏 。

（ ） 腸瘻 腸 内容物 排 処理 状

況

□ 軽快 見込 腸瘻周辺 皮膚 著

（部位及 大 図示

。）。

□ 他

□ 高度 排便機能障害

（ ） 原因

□ 先天性疾患 起因 神経障害

（疾患名 ）

（ ） 排便機能障害 状況

□ 完全便失禁 。
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 30 95 21６

□ 先天性鎖肛 対 肛門形成術

手術日（ 年 月 日）

□ 小腸肛門吻合術

手術日（ 年 月 日）

□ 軽快 見込 肛門周辺 皮膚 著

。

□ 週 回以上 定期的 摘便 必要 。

□ 他

障害程度 等級

（ ） 級 該当 障害

□ 腸管 及 尿路変向（更） 持 、 、 排便・排尿処理

著 困難 状態

□ 腸管 持 、 、 排便処理 著 困難 状態及 高度 排尿機能障害

□ 尿路変向（更） 及 治癒困難 腸瘻 持 、 、 排尿処理 著 困難 状

態又 腸瘻 腸 内容物 排 処理 著 困難 状態

□ 尿路変向（更） 持 、 、 排尿処理 著 困難 状態及 高度 排便機

能障害

□ 治癒困難 腸瘻 、 、腸瘻 腸 内容物 排 処理 著 困難 状態及 高度 排

尿機能障害

（ ） 級 該当 障害

□ 腸管 及 尿路変向（更） 持

□ 腸管 持 、 、 排便処理 著 困難 状態又 高度 排尿機能障害

□ 尿路変向（更） 及 治癒困難 腸瘻 持

□ 尿路変向（更） 持 、 、 排尿処理 著 困難 状態又 高度 排便機

能障害

□ 治癒困難 腸瘻 、 、腸瘻 腸 内容物 排 処理 著 困難 状態又 高度 排

尿機能障害

□ 高度 排尿機能障害 、 、高度 排便機能障害

（ ） 級 該当 障害

□ 腸管 又 尿路変向（更） 持

□ 治癒困難 腸瘻

□ 高度 排尿機能障害又 高度 排便機能障害

（注）

機能障害及 直腸機能障害 該当 障害 記入 、 障害 併 持 場合

、 記入 。

該当 項目 □ 印 記入 、括弧内 必要事項 記載 。

障害 認定 対象 、排尿又 排便 機能 持 、永久的 造設 限

。
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附 則

規則 、公布 日 施行 。

13 は を は しくは に める

この は の から する
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改 正 後 改 正 前

（講習会 開催）

第 条 法第 条第 項 規定 県 行 講習会 関

、別 定 。

（講習会 開催）

第 条 法第 条第 項第 号 規定 知事 行 講

習会 関 、別 定 。

の

に する が う に

しては に める

の

に する が う

に しては に める

６ ２ ６ ２ ２16 16
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家畜改良増殖法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

家畜改良増殖法施行細則 一部 改正 規則

家畜改良増殖法施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

この は の から する

15 30

26 22
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